
それ、本当に 

“過去の問題” 
ですか。 

 

知らないことが、差別を残してしまう。 

部落差別問題を「今」の課題として考える学習会です。 

 

連 続 市 民 講 座 
 

第１回 

「部落差別と結婚差別」 

    講師：冨田 稔 さん （天理大学・四條畷市人権協会アドバイザー） 

（６月２０日土曜日 14 時～16 時／場所 市民総合センター 会議室４） 

 

第２回 

「部落差別と就職差別」 

    講師：冨田 稔 さん （天理大学・四條畷市人権協会アドバイザー） 

（８月２９日土曜日 14 時～16 時／場所 市民総合センター 会議室４） 

 

第３回 

  「インターネット上の部落差別」 

    講師：冨田 稔 さん （天理大学・四條畷市人権協会アドバイザー） 

（１０月１７日土曜日 14 時～16 時／場所 市民総合センター 会議室４） 

 

第４回  

「先進自治体の『部落差別解消条例』から学ぶ」 

  講師：冨田 稔 さん （天理大学・猪名川町部落差別解消条例検討委員会委員長）  

       （１２月１２日土曜日 14 時～16 時／場所 市民総合センター 会議室４） 

     

＜会場交通アクセス：ＪＲ学研都市線（片町線）忍ケ丘駅より南へ 600ｍ＞      

               

◆参加費 無料 

◆直接会場にお越しください。 

 

主催：四條畷市人権協会 
 

問合せ：四條畷市人権協会事務局 

（四條畷市人権・市民相談課内） 

TEL・FAX：０７２－８０３－７３５５ 


